
№ 質問箇所 質 問 事 項 回   答

1
設計図【遮音壁・雑工】
8/53 10/53

展開図に既設照明柱、標識柱が破線で表記されていますが、今回工事前に別途工事
にて撤去完了後に遮音壁撤去、設置工事を実施する計画と考えて宜しいでしょう
か。ご教示をお願いします。
また図には表記されていませんが8/53範囲には既設照明柱近傍に既設オービス柱も
設置されていますが上記と同様な考えで問題無いか、ご教示願います。
今回工事で撤去する場合は、撤去物の詳細をご教示願います。

特記仕様書２７－１（７）に示すとおりお考えください。

2
設計図【擁壁工　下り線】
16/27

既設擁壁撤去実施時に支障となる既設照明柱が設置されていますが、今回工事前に
別途工事にて撤去完了後に擁壁撤去工事を実施する計画と考えて宜しいでしょう
か。ご教示願います。
今回工事で撤去する場合は、撤去物の詳細をご教示願います。

特記仕様書２７－１（７）に示すとおりお考えください。

3
設計図【遮音壁・雑工】
27/53

撤去工　詳細図（３）中央分離帯剛性防護柵　 KP.5付近既設中央分離帯剛性防護柵
天端に止具とワイヤーが設置されていますが今回工事前に別途工事にて撤去完了後
に中央分離帯剛性防護柵撤去を実施する計画と考えて宜しでしょうか。ご教示願い
ます。
今回工事で撤去する場合は、撤去物の詳細図をご教示願います。

特記仕様書２７－１（８）に示すとおりお考えください。

4
設計図【遮音壁・雑工】
22/53～24/53

撤去工　平面図(1)～(3)に中央分離帯剛性防護柵の撤去延長が明記されていますが
中央分離帯剛性防護柵の撤去を計画する際に必要となりますので、既設中央分離帯
剛性防護柵の割付図をご提示下さい。

提示できる資料は、設計図【遮音壁・雑工】２７／５３の
標準配置となります。

5 設計図【参考図】1/27
施工ステップ断面図(1) STEP6 下り線鋼管杭施工（昼間）と明記されていますが、
特記仕様書 P47のとおり鋼管杭の搬入を夜間に実施後、施工が可能であれば夜間に
鋼管杭施工を実施しても問題無いか、ご教授願います。

関係法令、特記仕様書７－２及び１６－２に従い、騒音等
が発生しない施工であれば、夜間の施工も可能です。
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6
設計図【遮音壁・雑工】
2/53 18/53

数量総括表(2) 支柱 Ⅳ-Ｏ(H=3.5m)MI 3本 0.398tと明記されていますが遮音壁構造
図18/53 材料表より3本×83kg=0.249tとなると考えれれます。詳細をご教示願いま
す。

設計図【遮音壁・雑工】 ２／５３に記載の数量は、設計
図【遮音壁・雑工】 １８／５３の材料表における③～⑧
及びアンカーボルトの合計質量とお考えください。

7
設計図【遮音壁・雑工】
9/53 17/53

遮音壁構造図17/53 材料表に盛土0.6m3（2m当り）と明記されていますが遮音壁割付
図(4)9/53 土工数量（一式当り）に盛土量が明記されていません。一式当り数量を
ご教授願います。

特記仕様書２５－８－１に示すとおり構造物掘削に含むも
のとお考えください。

8 全般（工事範囲）伐採

今井町ＢＳ脇 KP.5+150付近、各既設遮音壁など伐採必要箇所が有ると考えます。今
回工事前に別途工事にて伐採完了後に今回工事を実施する計画と考えて宜しいで
しょうか。ご教示をお願いします。
今回工事で撤去する場合は、樹高、幹回、伐採面積及び処分量をご教示願います。

設計図【本線】４０／４０に示す範囲については、共通仕
様書２－５、２－６に示すとおりです。その他について
は、工事契約後監督員の指示によるものとします。


